
 

マイナンバーカードの健康保険証利用の開始 
 

○2019年 5月に公布された改正健康保険法により、2021年 3月からマイナンバーカードを

保険証として利用できる仕組み（オンライン資格確認）が導入される予定です。 

○窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、加入する健康保険組

合等の資格情報が医療機関等に通知されます。 

○これにより医療機関等は、医療費を請求する健康保険組合を把握することになり、保険

証を提示しなくても済むようになります。 

※現在の保険証が使えなくなるわけではありません。マイナンバーカードに保険証の機

能も持たせる仕組みです。 

 

 

 

 

【厚生労働省ホームページ】 

・マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします（被保険者向け） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html 

・マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります＜説明資料(22枚ものパワーポイント)＞ 

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf 

 

 

［注１］ 

・マイナンバーカードの交付には、お住まいの市区町村に申請することが必要です。 

・マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、「マイナポータルＡＰ」のイン

ストールと利用者登録が必要です。 

・上記はいずれも市区町村において、または自身で手続きするもので、健康保険組合が書

類の提出を受けるなど手続きに関与することはありません。 

［注２］ 

・当健保から、健康保険組合連合会に確認したところ、当健保だより発行時点で具体的な

開始日は確定しておらず、３月下旬頃と推測されるとのことでした。開始日については

今後の厚生労働省等のＨＰ等で確認ください。 

［注３］ 

・「オンライン資格確認」に伴い、「世帯単位」で付番されている被保険者番号を「個人

単位」化するため、２桁の枝番を追加します。保険証についても、２０２１年４月の新

規発行分から枝番を印字します（ただし、枝番のない発行済の保険証も引き続き利用で

きますので、枝番のある保険証へ一斉に差し替えるなどの対応はいたしません。） 

 

以上 

  

健保だより Ｎｏ．368 
2021 年 2 月２６日 

大同生命健康保険組合 

厚生労働省のホームページにリーフレット（内閣府・総務省・厚生労働省）

が掲載されていますので紹介(次ページ)します。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


